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１．プロポーザルの概要 

（１）プロポーザルの名称 

令和７年度「地域の活動サポート！スマホ講習会」の委託業務 

（２）業務概要 

下記のⅰ～ⅲの講習会を行う。 『週１回程度、全４回程度。１回あたり９０分程度』を想定。

また、講習会の終了後に希望者については、スマホ相談会（個別相談）３０分程度を想定。 
（講習の内容や、回数の割り振りは、提案書にてご提案ください） 
【ⅰ．初級者向け講習会】（想定参加者数：１６名程度） 
　個人向け講習会・スマホ相談会にて、スマホの使用が不慣れな方向けに教授する。 
操作能力が近い住民が集うことから、スマホ利用における喜びの発見や困りごとを共有で

きる仕掛けを用意し、参加者同士の交流機会を提供する。 
【ⅱ．中級者向け講習会】（想定参加者数：１６名程度） 
　個人向け講習会・スマホ相談会にて、生活を豊かにするためのスマホの活用方法の習得を

目指す。操作能力が近い住民が集うことから、スマホ利用における新たな発見を共有しスマ

ホを介した参加者同士の交流機会を提供する。 
【ⅲ．スマホ相談会】（想定参加者数：１６名程度） 
スマホ講習会と併せて開催し個々の能力や希望に即した相談に対応し、住民の生活の利便性

の向上を目指す。スマホを活用したい人の希望や不安に対応することで、高齢者のいきがいづ

くり等に繋げる。 
 
ⅰ～ⅲ終了の翌月以降、下記のⅳを開催する。『週１回程度、全８回程度。１回あたり９０～

１２０分程度』を想定。（実施内容や、回数の割り振りは、提案書にてご提案ください） 
【ⅳ．スマホ講習交流会及びフォロー相談会】（想定参加者数：２０名程度） 
　スマホ受講会受講者や受講していない人も含めて、スマホを日常的に活用するための動機付

けとして、通いの場の要素を付加した交流会を開催。参加者同士でスマホゲームを楽しんだり

共通の趣味の話題を楽しむ等スマホを媒体とした交流の機会となるよう運営することで地域コ

ミュニティ形成を促す。また、スマホを活用する上での日頃の困り感の解消につながる個別相

談会を併せて開催することで、参加者の活動をサポートする他、地域とスマホとの距離感を縮

め、地域のデジタルデバイドの解消を目指す。 
 
ⅰ～ⅳの講習会や相談会の開催を通じて、参加者が交流を深められるような場面を設定する

など、スマホを介した地域コミュニティの形成に努め、講習会終了後も継続されうる地域コミ

ュニティの醸成を目指す。 
 

（３）プロポーザルの方法 

公募型プロポーザル 
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（４）プロポーザルの主催者 

奈良県川西町　長寿介護課 

（５）契約内容 

　　後述の業務仕様書を満たすスマホ講習会の開催に係る業務の委託契約。 

（６）提案上限価格 

２，５３８，８００円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 
　　　　※上記の提案上限価格を超えると、失格になる場合があります。 
 
２．業務仕様書 

「令和７年度スマホ講習会の委託業務仕様書」（以下、「仕様書」という｡）による。 
 
３．問合せ先 

〒６３６－０２０２ 奈良県磯城郡川西町結崎２８番地の１ 
（事務局）長寿介護課　松本 
電話　　　：　０７４５－４４－２６３５ 
電子メール：　tyoujyu-kaigo@town.nara-kawanishi.lg.jp 
 

４．提案者に必要な資格 
企画提案に参加できる者は、次の全ての条件を満たす者とする。 

（１）本業務に関する十分な能力を有しており、次に掲げるいずれにも該当する者。 
       ア 近畿２府４県に本社または支店・営業所を有している者 
　　　 イ 過去３年間に地方公共団体からの発注を受けたことがある者 
（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされてい

ない者であること。  
（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされてい

ない者であること。  
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号 

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者に該当しな 
いこと。  
ア  同法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）  
イ  次のいずれかに該当する者  
① 法人の役員等が暴力団である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している

者  

 
契約締結予定日 講習会実施期間

 
令和７年８月上旬 令和７年１０月 ～ ３月上旬（要相談）
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② 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える　　　　　　　　　　　　

目的をもって暴力団の利用等をしている者  
③  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  
④  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  
⑤  暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者  

（５）（４）に該当する者の依頼を受けて参加しようとする者でないこと。 
 
５．提案手続 

（１）手続の流れ 

（２）各手続詳細 

① 実施要領および仕様書・様式等の公開 
ア 期 間　令和７年　７月１０日（木）午前９時から 

令和７年　８月　８日（金）午後５時まで 
イ 場 所　川西町ホームページ 
ウ 連絡先 （事務局）長寿介護課 

② 提案参加申込書（様式１）の提出 
　ア 期 限 令和７年７月２５日（金）午後５時まで 
  イ 方 法 上記「３．問合せ先」に記載の電子メールアドレス 
ウ 提出物 

提案書は次の内容を漏れなく含む電子データとしてメールに添付すること。電子デー

タは、MicrosoftOffice のファイル形式か PDF ファイルとすること。なお、内容が区別

しやすいよう様式ごとにファイルを分け、最終的にパスワード付き ZIP ファイルに圧縮

をかけること（パスワードは任意に設定し、別途事務局へ連絡すること）。 
但し、事務局が受信可能な電子メールのサイズの上限は１０ＭＢ程度であるため、添

付ファイルの容量が上限に近い場合は、送付方法に関し事前に事務局へ相談すること。 
・提案参加申込書（様式１） 
・担当者情報（任意様式） 

以下の項目に漏れがなければ、書面ではなくメールの本文に記載しても構わない。 

・企業情報（社名、所在地、代表者、代表電話番号） 

 ① 実施要領・仕様書の公表　　　　（川西町） 
② 提案に関する問い合わせ期限　　（提案者） 
③ 提案に関する問い合わせ回答　　（川西町） 
④ 提案参加申込書の提出　　　　　（提案者） 
⑤ 提案書の提出　　　　　　　　　（提案者） 
⑥ 審査 （川西町） 
⑦ 審査結果通知 （川西町）

令和７年　７月１０日（木） 
令和７年　７月１８日（金） 
令和７年　７月２３日（水） 
令和７年　７月２５日（金） 
令和７年　８月　４日（月） 
令和７年　８月　６日（水） 
令和７年　８月　８日（金）
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・本件に関する担当者（所属、氏名、電話番号、電子メール） 

③ 提案書の提出 
ア 期 限 令和７年８月４日（月）午後５時まで 
イ 方 法 上記「３．問合せ先」に記載の電子メールアドレス 
ウ 提出物 

提案書は次の内容を漏れなく含む電子データとしてメールに添付すること。電子デー

タは、MicrosoftOffice のファイル形式か PDF ファイルとすること。なお、内容が区別

しやすいよう様式ごとにファイルを分け、最終的にパスワード付き ZIP ファイルに圧縮

をかけること（パスワードは任意に設定し、別途事務局へ連絡すること）。 
但し、事務局が受信可能な電子メールのサイズの上限は１０ＭＢ程度であるため、添

付ファイルの容量が上限に近い場合は、送付方法に関し事前に事務局へ相談すること。 
・目次（任意様式） 
・提案参加同意書（様式３） 
・会社概要（様式４） 
・業務実績一覧（地方公共団体から発注を受けた業務実績）（任意様式） 
・提案事項（任意様式）（３０ページ以内とする） 
　　実施可能な曜日・時間帯の一覧も必ず列記してください。 
・スマホ講習会を周知するためのＰＲチラシ＜Ａ４版１枚（両面）＞（事業提案書に沿っ

たサンプル） 
・見積書（様式５） 
　　委託業務一式の税込の金額が分かるようにすること。 

また、可能な範囲で経費の内訳を記載すること。 
　※講習参加者は今後募集するため、想定参加人数が大幅に（概ね５人以上）上回る

場合は、参加人数に応じた金額で契約予定です。参加人数に応じて金額が増減す

る内訳項目については、備考欄に「★」印を付記してください。 
エ 提案書の留意事項 
・資料は、事務局で印刷する場合を想定し、印刷する際の用紙サイズ（原則Ａ４、一部

Ａ３サイズの使用を可）で印刷が可能な設定にしておくこと。 
・任意様式で作成する資料は、読みやすい文字サイズ（およそ１０．５ポイント以上）

になるように留意すること。 
④ 審査 
提出された企画提案書に対し、「令和７年度スマホ講習会の委託業務プロポーザル審査委員

会要領」にて設置された「令和７年度スマホ講習会の委託業務プロポーザル審査委員会」

により書類審査を行う。 
⑤ 審査結果の通知 
提案者の提案内容について評価を行い、評点の最も高い者１社を令和７年度スマホ講習会

の委託業務の最優先交渉権者として選定する。 
通知は、令和７年８月８日（金）を予定（電子メール）。 
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６．提案に関する問い合わせ 

（１）問い合わせ先 

質問書（様式２）により、電子メールでのみ受け付ける｡ 
上記以外の問い合わせ、交渉は禁止する。 
電子メール:  tyoujyu-kaigo@town.nara-kawanishi.lg.jp 

（２）回答方法 

質問者に対し電子メールで回答するとともに、ホームページに回答内容を掲載する。 

（３）受付期間 

令和７年７月１０日（木）午後１時から 
令和７年７月１８日（金）午後５時まで 

（４）回答日 

令和７年７月２３日（水）午後３時までに回答する。 
 
７．選定方法 

（１）評価の方法 

提出された企画提案書の内容から採点する。 

（２）配点 

各評価項目の最高配点は下記のとおり。ただし提案内容によって点数を減ずる。 

（３）参加者が１社となった場合の取り扱い 

参加者が１社となった場合でも最低基準点（満点の１／２以上）を満たした場合は、当該

参加者を受託候補者に決定し、その旨を通知する。 

 項　　 目 点　 数
 経費見積 ２０

 企画提案 講習会に関する独自アイデアの有無 ２５

 高齢者の困りごと解消や今後の地域コミュニティ形成に 
関する独自アイデアの有無

２５

 講習の内容構成・スケジュール １０

 配付パンフレット等のＰＲ手法 １０

 地方公共団体から発注を受けた業務実績 １０

 合　　 計 １００
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（４）最高点で同点の者が２社以上の場合の取り扱い 

価格点の高いものを最優先交渉権者とする。価格点も同一の場合は、くじ引きにより受託

候補者及び次点候補者を選定する。 
　 
８．参加にあたっての確認事項 

以下の点を確認し了承の上で提案に参加すること。 
（１）本提案書作成にかかる費用については、すべて提案者の負担とする。 
（２）最優先交渉権者と本町で契約を締結する予定とするが、協議において合意に至らなかっ

た場合は、次点者との協議を行うものとする。 
（３）提出された提案書の内容は、契約を締結した際に責任を持って必ず履行すること。 
（４）審査経過に関する質問等は一切回答しない。 
（５）提出された提案書等一切の書類は返却しない。なお、提出された書類を提案者に無断で

本件の目的以外に使用することはない。 
（６）提案書の提出後において、その内容の変更、差替えおよび再提出は認めない。 
（７）提出された書類は、川西町情報公開条例（平成１３年条例第７号）に基づく情報公開請

求の対象となるため、公開請求により公開の原則のもと、何人にも公開することとなる。

提出書類等の中で、公開することで提案者の競争上の地位や正当な利益を害するおそれの

ある情報がある場合は、非公開箇所と非公開理由を明示したデータを別途提出すること。

※ただし、非公開理由が具体的でない場合や、公益上必要な場合は公開するものとする。 
（８）提案に関して談合、虚偽記載など不正行為を行ったとき、本町職員に対し不正な働きか

けをしたとき、その者の提案は無効とする。 
（９）見積書の金額、印影等の誤脱、金額を訂正した見積りをしたとき、その者の提案は無効

とする。 
（１０）所定の日時場所に提出書類を提出しないとき、失格とする。 
（１１）提案および契約の手続において使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨

に限る。 
（１２）一度提案書を提出した後でも辞退は可能とする。但し、辞退が決定した時点で速やか

に「令和７年度スマホ講習会の委託業務参加辞退届」（様式６）を提出すること。 
 
 
以上


